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運転免許証自主返納支援のお知らせです！

   浦臼町では、運転に不安のある方の運転免許証の自主返納を促進し、交通事故の減少を図るため、運転免
許証を自主的に返納した方にタクシー券を進呈する「高齢者運転免許証自主返納支援事業」を実施していま
す。
　運転免許証の自主返納は滝川警察署砂川分庁舎または札幌運転免許試験場で手続きができます。運転免許
証を自主返納した後に、総務課交通防災係にお越しください。

①まず滝川警察署砂川分庁舎などで手続きを！

○申請方法　　運転免許証を返納される本人が下記のものを持参のうえ、滝川警察署砂川分庁舎等で
　　　　　　手続きしてください。手数料は無料です。
　　　　　　　・運転免許取消申請書（申請窓口に用意しています）
　　　　　　　・運転免許証
　　　　　　　・運転免許証が紛失などでお手元にない人は、申請者本人を確認できる書類など
申請・お問い合わせ
　滝川警察署砂川分庁舎交通係　電話：５４－０１１０

運転免許証の自主返納（申請による取り消し）

○対象者　　　申請時に浦臼町に住民登録されている満６５歳以上の方で、申請時１年以内にすべて
　　　　　　の種類の運転免許証を自主返納した方
　　　　　　　※自主返納した日から１年以内に申請してください。
　　　　　　　※申請は１人１回限りで、代理人でも申請できます。
○支援品　　　ビジコータクシー（乗り合いタクシー含む）や浦臼町社会福祉協議会の福祉有償運送
　　　　　　サービスで利用できる３０，０００円分のタクシー助成券（申請により３か年度継続）
○申請方法　　下記のものを持参のうえ、総務課交通防災係までお越しください
　　　　　　　・公安委員会が交付する「申請による運転免許の取消通知書」
　　　　　　　・印鑑
申請・お問い合わせ　総務課交通防災係　電話：６８－２１１１

運転免許証自主返納支援事業

②次に役場で申請を！

《有効期限切れによる失効は対象となりませんのでご注意ください》

有料広告

おしらせおしらせ
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紙おむつ等購入費助成（４月～９月分）の申請受付を開始します

　２歳６か月未満のお子さんのいるご家庭に、１か月につき『紙おむつ４袋＋燃やせるゴミのゴミ袋（４０
ℓ）１梱包』と交換できる引換券を交付しています。
　対象となる方へ申請書を郵送しておりますので、希望される方は保健センターに４月中に申請書を提出し
てください。
　・２歳６か月になる月分までが交付対象となります。
　・おむつが必要ない場合はご連絡ください。
　・５月～９月の間に申請をすることはできません。
　・お子さんが生まれた時は、随時申請を受け付けています。
　・町税や使用料等を滞納している場合は、助成の対象外となります。
　・引換券は申請時に発行しておりません。滞納状況を確認し、おむつの用意ができ次第郵送いたします。

その他詳しい事やご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

申請・お問い合わせ
福祉課子育て支援係（保健センター）　電話：６９－２１００

動脈硬化度を測定してみませんか？

　動脈硬化とは、血管が老化して硬くなったり、血管の中に血栓（塊）ができて血液の流れが悪くなった状
態を言います。動脈硬化が進むと、脳梗塞や心筋梗塞などに繋がる可能性があり、早期に発見することが大
切です。
　保健センターでは、血管の硬さや詰まり具合を測定し、動脈硬化の進み具合を調べることができます。ま
た、測定された血管の硬さから「推定血管年齢」を知ることができ、実際の年齢と比較することもできます。
どなたでも測定可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
○測定方法：ベッドに横になり、カフを両腕・両足に装着して
　　　　　　血圧を測定します。
○測定時間：１５分程度
　　　　　　（結果の説明に時間がかかる場合があります） 
○測定場所：保健センター

ご予約・お問い合わせ　福祉課保健指導係（保健センター）　電話：６９－２１００

⚠注意点
・いつでも測定可能ですが、機械は１つしかないため、必
　ずご予約のうえ来所をお願いいたします。
・測定に影響する可能性があるため、来所時は手足を締め
　付ける服装（タイツなど）をなるべく避けるようお願い
　いたします。
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